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料

資j
)j料!!

資

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
立
法
過
程
に
関
す
る
文
献

l
i
l
-
-
P
・
ピ
ュ
プ
ラ
ン
氏
の
解
説
を
中
心
に
|
|

一
九
六
一
年
五
月
七
日
に
行
な
わ
れ
た
比
較
法
学
会
で
は
、
「
立
法
過
程

の
比
較
法
的
研
究
」
が
テ
1
7
と
せ
ら
れ
、
数
カ
国
に
就
い
て
(
日
珠
山
口
ー

川

M
J引
M
V
'
u
u
v
w
ィ
)
夫
々
報
告
さ
れ
た
。
尤
も
、
立
法
過
程
の
全
体
が
取

扱
か
わ
れ
た
釈
で
は
な
い
。
立
法
過
程
中
政
府
発
案
の
法
律
の
立
案
過
程
の

み
に
限
定
し
て
報
告
す
る
よ
う
予
め
指
示
さ
れ
、
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
就
い

て
そ
れ
を
行
な
っ
た
。
報
告
の
レ
ジ
ュ
メ
は
、
比
較
法
研
究
三
三
号
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
小
稿
は
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
が
、
私
の
右
報
告
の
準
備
の
為
の
関

係
文
献
の
質
問
に
対
し
、
そ
の
助
手
ピ
ュ
フ
ラ
ン
氏

G
Eロ
七
回
三
一
∞
己
管

-B)

に
依
託
し
て
作
ら
せ
て
下
さ
っ
た
文
献
解
題
三
九
六
一
年
三
月
)
の
疎
訳
・

紹
介
を
内
容
と
す
る
。
こ
の
文
献
車
棋
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
立
法
過
程
一

深

瀬

忠

般
に
関
す
る
主
要
な
資
料
・
文
献
を
体
系
的
に
網
羅
し
、
簡
単
で
あ
る
が
相

当
う
が
っ
た
註
が
つ
い
て
い
る
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ヱ
教
授
は
、
私
へ
の
私
信

中
で
、
こ
の
仕
事
は
「
者
釘
」
で
当
該
研
究
に
と
っ
て
「
最
も
有
益
」
だ
ろ

う
と
書
い
て
と
ら
れ
た
。

我
国
に
お
い
て
、
こ
の
種
テ
1
7
に
関
す
る
文
献
解
題
が
ま
だ
公
表
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
ピ
ュ
フ
ラ
ン
氏
の
解
説
を
箆
底
に
放
置
し
て
お
く

の
は
惜
し
い
と
考
え
、
同
氏
の
承
諾
を
え
て
、
本
誌
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
し
た
。
比
較
法
研
究
所
載
の
私
の
論
稿
の
引
用
文
献
と
相
補
な
う

も
の
と
し
て
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
に
思
う
。
な
お
、
以
下
の
文

章
は
、
大
部
分
疎
訳
で
あ
る
が
、
部
分
に
よ
っ
て
は
私
が
意
訳
或
い
は
省
略

し
た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
、
お
断
り
し
て
お
く
。

北法 13(1・180)180 



* 特養

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
立
法
過
程
に
関
す
る
主
要
な
資
料
、
文
献
を
紹
介
す

る
が
、
雑
誌
所
掲
の
論
文
は
取
扱
わ
な
い
。
ま
ず
最
初
に
、
条
文
及
び
資
料

集
を
扱
い
、
次
い
で
、
一
般
的
な
文
献
と
し
て
の
憲
法
の
概
説
書
及
び
教
科

書
を
挙
げ
、
最
後
に
、
立
法
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
就
い
て
の
技
術
的
或
い
は
批

判
的
な
、
時
と
し
て
は
両
者
を
併
用
し
た
、
詳
細
な
絞
述
を
し
て
い
る
文
献

を
み
て
み
よ
う
。

条
文
及
び
資
料
集

フランスにおける立法過程に関する文献

Y
E
A
 

山

U
C凹
d
F
H
b
w
z
oロ
ロ
ぽ
♂
出
・

2
∞
S
E
E
m
-
-
C加
わ

C
5
2
5
5
5

0
同
町
印
有
自
己
冒

-g-ou
古
庄
内
出
回
目
常
宮
町

Hgno
円目。官
2

H
斗
∞
タ
吋

O

E
・
唱
問
。
・
切

R
E・
M
M
R
F
S自
N・
政
治
的
法
規
に
関
す
る
基
本
的
文
献
。

フ
ラ
ン
ス
諸
憲
法
に
関
す
る
貴
重
な
歴
史
的
註
釈
が
最
初
に
つ
い
て
お
り
、

歴
史
科
学
の
方
法
に
よ
り
条
文
が
蒐
集
さ
れ
壁
定
さ
れ
て
い
る
資
料
集
で
あ

る
。
五

0
年
聞
に
六
つ
の
版
が
出
版
さ
れ
た
。
第
七
版
は
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
ベ

ミ
・
ゾ
・
:
ジ
ュ
ー
ル

ル
リ
ヤ
教
授
が
校
閲
し
、
長
い
間
兼
案
だ
っ
た
改
訂
・
増
補
が
な
さ
れ
た
が

一
九
五
二
年
で
止
っ
て
い
る
。

第
四
共
和
制
末
期
及
び
第
五
共
和
制
に
就
い
て
は
、
次
を
参
照
し
て
補
充

の
こ
と
。ω
ロ
50H問
。
♂
玄
ょ
の

g
a
z
t
Dロ
師
四
片
品
。

2
B
g
g
唱。

-H55P

NE--MMRYMM-C匂
-wH80・
特
に
参
照
す
べ
き
は
川
一
九
五
八
年
一

O

月
四
日
憲
法
(
政
府
予
備
草
案
の
条
文
及
び
憲
法
諮
問
委
員
会
提
案
の
修
正

条
文
付
き
)
(
一
旭
川
恥
)
。
同
両
院
の
活
動
に
関
す
る
一
九
五
八
年
一
一
月

一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
(
ニ
∞
訂
)
心
付
憲
法
審
査
院
に
関
す
る
一
九
五
八

年
一
一
月
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
(
ニ
心
一
訂
)
。

注
意
。
行
政
社
会
学
の
研
究
の
為
に
は
、

M
・
デ
ュ
ヴ
エ
ル
ジ
ェ
の
こ
の

編
著
の
第
一
版
(
一
九
五
七
年
)
に
所
収
の
、
第
四
共
和
制
下
に
実
施
さ
れ

て
い
た
政
府
作
業
内
規
(
初
段
目
。
自
自
立
口
広

a
E円
仏
命
日
可

2
2
H
仏
出
関
口
ロ
・

AB目
。
B
E同
)
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
資
料
は
、
本
来
内
部
的
な
も

の
だ
っ
た
が
、
真
違
っ
て
公
表
さ
れ
た
。
今
日
で
は
、
新
ら
し
い
規
則
に
変

更
さ
れ
て
い
る
が
、
今
度
は
、
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。

以
上
に
引
用
し
た
基
本
的
条
文
集
は
、
両
議
院
の
規
則
を
取
扱
っ
た
次
の

文
献
に
よ
っ
て
補
完
さ
る
べ
き
だ
。

っ
ο

図
。
ロ
ロ
阻
止
w
M
F
W
T
w
師同静岡戸冊目

g
z仏
g
〉
回
目
冊
目

E
g柏戸か冊目佃町民
4
8

L
。

r
p
g
n
o
r宮
町
見
∞
タ
】

vg印
泊
以

H
4・
3
8
u
印
由
印
・
司
・
相
継
起

し
た
議
院
の
規
則
の
立
案
に
関
す
る
歴
史
的
な
註
釈
が
つ
い
て
い
る
。
一
七

八
九
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
至
る
規
則
及
び
修
正
の
デ
ク
レ
の
条
文
を
集

む
。
註
解
な
し
の
集
収
で
古
い
。
其
後
多
く
の
修
正
が
あ
っ
た
。

凶

冨

R
o
s
h
-
2
0色
官
ny--wTWH炉
開

-
O
B
O
R
仏

g
〉
担
問
。
田
宮
$
9

-bmz-伊丹
F
4
2
w
M
W
K
出乱。ロ

2
R
E凶世円片山由口問
d

句
史
リ
ロ
ロ
ぬ
℃
同
丘
一
白
hAW

匂
曲
同
の
v・

∞めロ
C
H
F
H
V
白H
F
F
H
安
出
E
H
U
O
吋w
N

〈色町
-
u

由
叶
由
℃
・
め
昨
日
可
∞
ω
匂・

ニ
O
世

北法 13(1・181)181 



料

紀
初
頭
の
誇
大
国
〔
フ
ラ
ン
ス
は
第
二
巻
)
の
憲
法
、
法
律
及
び
規
則
の
条

資

文
を
比
較
法
的
に
蒐
収
。
註
解
も
、
具
体
的
事
例
も
な
い
。
但
し
、
パ
リ
選

d
F
L
r
1
F

・νd
v
A
'
a
T
1
プ

出
議
員
。
v・
プ
ノ
ワ
の
、
立
法
方
法
に
関
す
る
興
味
深
い
序
文
あ
り
。

間
河
口
同
広

Wu--F叩
ロ

Oロ
ぐ
冊
目
白
戸
一
同
伊
也
市
岡

p
g同
島
町

-JP凹
8
5
z
b
o
D
a
F
Oロ凹
-ow

mO4・
n
Z
u
g
-件
句
ロ
『
目
立
以
下
回
N・
ロ
・
司
・
と
略
)w
ロ
0・
m
-
抜
刷
が
、
一
九
五

九
年
に
出
て
い
る
(
「
の
・
0
・H
・
よ
り
)
。
附
録
と
し
て
、
国
民
議
会
規
則
が
つ

い
て
い
る
。

附

H
N
S
Z
U
H
-
-
Uぽ
ロ
兄
島
叩

F
H
N
b
u
E
r
g
s
e
E
E
C
S
E
E
C口

宏
忌
g
u
m
-
U匂
-
w
E
g
g
-
∞
・
右
と
同
膏
居
よ
り
抜
刷
が
出
て
い
る
。

附
録
ー
に
は
参
議
院
議
員
の
議
席
の
要
約
図
、
府
鎌
2
に
は
、
参
議
院
規
則

が
つ
い
て
い
る
。

問
憲
法
の
一
般
的
文
献

m
u
z同
gWWHEw
、H，H回
目
忠
弘

ω
舟
o
x
n
o富
島
E
a
s
z
r
u
E
-
H
U
N
H

5・
2
師

"
?
o
F
2
4
5
Z由貿
22N)
第
二
巻
(
ト
畑
町
)

の
、
立
法
作
用
及
び
実
質
的
意
義
の
法
律
、
参
照
。
第
四
巻
で
は
、
一
八
七

五
年
憲
法
下
の
遺
体
及
び
立
法
過
程
の
形
成
に
関
す
る
研
究
(
↑
町
一
…
)
。
簡

単
な
歴
史
的
註
釈
及
び
イ
ギ
リ
ス
法
と
の
比
較
。
政
府
考
案

(EH)、
議

員
発
案
(
一
一
一
む
.
議
決
(
尼
崎
玲
両
審
議
の
請
求
(
号
、
デ
ク
レ
・
ロ
ワ

及
び
法
律
的
規
則
(
世
間
)
。

刷

出

E

ュocw
玄
-wHM弘
n印
刷
念
品
同

OFHngm己
宮
件
目
。
口
口

o
f
N
b
p
u
M
M
R
F

E
N
P
ぐ
H
H
l
S
匂
・
第
二
輩
、
審
議
権
力
参
照
。
委
員
会
(
京
釘
…
)
、
立

法
過
程
(
誌
↑
釘
)
。
極
め
て
明
断
な
レ
ジ
ュ
メ
で
あ
る
が
、
無
味
乾
燥
で

短
か
い
。
問
題
に
就
い
て
の
概
要
を
子
早
ゃ
に
知
る
に
恰
好
。
但
し
、
一
八

七
五
年
の
制
度
だ
か
ら
、
現
代
版
に
改
め
る
要
あ
り
。

刷
。
曲
『
Hb
門
同
市
宮
田
口
持
者
間

-hszzgロ
と
こ
広
O
江
由
札
口
和
同
色
申

仏

O

E仲
良
祖
国
志
口

E
m
g
g同

L・3
H
2
5
ι
s
z
g
同
口
氏
回
目

g
官同

HO

L
S
-
:
s
s
s
a
c
宮
市
ご
円
B
S
F
F
4
0】・

N
W
H
ν
R
5
5
8
1
H
U
N
N
6
第
一

巻
、
立
法
作
用
、
法
律
の
定
義
及
び
法
律
の
裁
可
・
公
布
(
哨
琴
引
)
。
な
お

今
日
若
干
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
と
り
戻
し
て
い
る
政
令
制
定
権
の
理
論

に
関
空
3
る
展
開
参
照
(
一
一

ωト
明
!
)
リ

側

同

8
2
P
K
F
W
阿

z
s
g
g
Lぬ
仏
門
口
町
口

Cロ
阻
止

E
E自
己
片
岡
吉
宮
町
田

2
2
B百
円
少
∞

E
J
5
4
3
H
Z
b
N阻
止
"
巴
N∞
vN4OHm-
法
律
の
作
成

(
却
は
城

M
匙
)
参
照
。
国
務
院
の
役
割
に
関
す
る
/
|
ト
(
臥
批
H
)。
議
院

ヂ
パ
セ

制
の
興
味
深
く
活
々
し
た
歴
史
、
但
し
一
昔
の
も
の
。

ー川

U

∞
R
H
E
-
o
g
u
J
F
W
2
0
E巾
N・
p-吋
S
F
R
L伶
LHCP20ロ∞忠一
z
p
uロロ叩
-u

法
律
の
立
案
(
詰
円
前
)
。
割
に
授
か
く
ま
た
法
律
的
視
点

尤
も
、
嗣
議
員
で
あ
っ
た

J
・
パ
ル
テ
ル
ミ

I
の
筆
跡
が

日

bL-w]戸申
ωω
・

よ
り
し
た
説
明
。

感
ぜ
ら
れ
る
。

回

r
r
H
H
E
P
H
-
-
z
s
z
-
L
O
L
H
3
2ロ
a
z包
O
B
o
-
-
N
E
-
-

Huh-
立
法
過
程
に
関
す
る
、
理
論
的
で
は
あ
る
が
完
全
か
つ
体
系
的
な
絞
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E
h
-
0
0二
1
J
o

元
三
O
一
三
賀
」

間
〈
色
。
r
c
J
Y向
8
5
-
E
8
8芭
H
O
R
r
骨
D
W
わ

8
5
2
5
5
m
r

M
V
E臼
w
p
q
u
H
E由
・
第
四
共
和
制
下
の
立
法
過
程
(
四
詰
1
)
3
本
質
的

に
は
法
律
的
観
点
か
ら
す
る
、
極
め
て
切
断
な
説
明
。

フランスにおける立法過程IC関する文献

U
5
2問。♂
Z
J
U
H
C
F同

nDロ

ag位。ロロ
o-2rmHwpdHHD口出回】
O
F

a』回。凹
u
H申印印
w
回口帥巴
4

甘口比
Oロ
ω-uoロ
民
泊
己
申
回
刊
神
仏
門
o
x
n
cロ
ω宮神戸】
2
0
ロロ
o-w

E
H
Y】
V・C-明・印
E
3
5
0・
第
三
版
一
は
(
散
問
八
)
、
第
四
共
和
制
の
制

度
の
最
後
の
状
態
を
扱
う
。
議
会
の
委
員
会
(
四
川
計
)
、
議
会
の
立
法
権

(四
ω
M
E
U、
デ
ク
レ
・
ロ
ワ

(
M
E
Y
経
済
評
議
会
の
諮
問
的
役
割
(
遥
)
、

法
律
の
合
憲
性
(
謹
一
釘
)
。
第
五
版
は
、
第
五
共
和
制
の
制
度
を
詳
細
に

妓
述
。
新
共
和
制
に
つ
い
て
は
、

E
n宮門出口影
g
o
M
N
Sロゲ
E
ロ
ぬ
と
い
う

(14) 
表
題
で
別
則
さ
れ
て
い
る
。

間

p
b
-
o
p
v向
-uHロ
白
色
宮
弘
吉
田
円
吉
田
弘
』
E
2
2
仏
H
2
2
5
5三
OEO-w

M
M
R
F
H
}曲
-
U
N
L
U勾
・
法
律
学
の
教
授
で
あ
り
、
元
国
民
議
会
議
員
、
現

参
議
院
議
員
で
あ
る
筆
者
が
、
議
会
の
立
法
的
諸
権
能
に
就
い
て
書
く
。
法

律
の
観
念
、
法
律
に
留
保
さ
れ
た
事
項
.
政
令
制
定
権
の
立
法
の
範
囲
、
法

律
の
発
案
、
修
正
権
、
委
員
会
に
お
け
る
法
律
の
審
理
、
意
見
、
公
開
審
議
、

共
和
国
評
議
会
の
意
見
、
最
終
的
採
択
、
憲
法
法
律
、
恩
赦
法
(
回
一
一
計
)
。

酬

明

暗

忌

E
・
g
・-
U
H
O
W
官同日冊目一
S
E
E
P
S
2
P
H
M
R
F
の
OC吋
明

両日刊

D
H
o
w
-
H
8叶
・
立
法
過
程
に
関
す
る
最
も
活
々
し
た
ま
た
最
も
具
体
的

な
妓
述
。
政
治
学
及
び
議
院
法
の
専
門
家
で
あ
り
、
第
五
共
和
制
の
参
議
院

に
選
出
さ
れ
る
以
前
に
は
、
国
民
議
会
の
憲
法
律
委
員
会
を
司
会
し
た
元
議

長
た
る
著
者
が
、
活
ぎ
た
資
料
に
基
づ
い
て
書
く
。

117) 

回口町円円相
EH・
C
・-、
H，EHHb
乱。

ω口
ぽ
ロ
ロ
ゆ
唱
。
-
正
』
戸
Eww
吋

a-w
剛

ν酔江田
u

円

-C
・O
-
H
J
H
u
s
-
S勾
・
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
す
る
基
本
的
文
献
。
第
七

巻
、
統
治
者
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
そ
の
統
治
機
構
(
↑
軌
五
)
参
照
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
の
理
論
的
及
び
方
法
論
的
反
省
(
事
与
議
院
の
審
議
過

程
の
不
適
格
な
現
況
(
一
定
『
計
)
、
及
び
政
府
の
立
法
の
重
要
性
の
増
大
に
就

い
℃
(
四
一
一
一
許
ん
)
参
照
。
注
一
律
の
立
案
が
政
治
学
の
視
角
か
ら
取
扱
わ
れ
て

い
る
。
参
考
文
献
多
数
が
頁
の
下
の
註
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

HYH円
払

S
P
O
-
-
一口
H
D
U
B
S
H
F
Zま
ロ
ロ
巳

2
Hロ
凹
岳
民
位
。
ロ
相
官
ロ
・

5
5舟
ダ
∞

E
J】
vmwHFF・O
-
U
-
H
L叫印
4
・
学
部
及
び
博
士
過
程
の
学
生
用

の
概
説
書
。
こ
の
中
で
.
著
者
は
、
政
治
及
び
法
哲
学
の
偉
大
な
伝
統
を
前

航
し
た
と
も
い
う
べ
き
彼
の
壮
大
な
政
治
学
教
程
(
削
酔
)
の
誇
理
論
を
読
者

に
解
り
易
く
説
明
し
て
い
る
。
参
照
、
構
成
法
律
(
日
間
配
)
、
法
律
の
合
憲

性
の
審
査
(
M
↑
F
h
)

、
政
府
の
立
法
権
(
誤
一
)
。
筆
法
意
識
し
て
概
括
的
で

あ
り
、
形
式
的
な
観
点
か
ら
の
み
な
さ
れ
て
い
る
。

(1曲倒
。
宮
話
E
p
h
-
H
L民
間
O
E
O
-
F
門

UOロ
邑
言
位
。
ロ

2
-申
込
色
息
。

旬
。
口
氏

A
z
m
r
z
Hり
g
ロ
n
p
E
H
F
M
w
切
叩
お
巾
円

'HkmdHEFW
ロ
ロ
4
叩
同
町
時
♂
岡
市
街
申
・

立
法
過
程
に
就
い
て
は
一
一
一
頁
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
(
一
三
一
号
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料

U
S
R
m
F
戸
い
』
の
FEz-伽
岡
田
叩

mb句
ZVEg--JHFω"
同

ν-C・司
J

H
u
g
-
N
E
-
-
H
8
0・
第
五
共
和
制
の
政
治
制
度
及
び
そ
れ
を
動
か
す
諸
勢

力
に
関
し
て
出
版
さ
れ
た
最
初
の
完
結
的
な
分
析
書
で
あ
る
が
、

ω) 

資

一
般
向
で

あ
る
と
同
時
に
学
生
向
の
も
の
で
あ
る
。
立
法
権
に
関
す
る
相
異
な
る
フ
ラ

ン
ス
的
概
念
の
批
判
的
検
討
(
一
一
一
一
釘
)
、
通
常
の
立
法
過
程
(
二
一
一
計
)
、

財
政
事
案
に
就
い
て
(
一
一
一
一
民
)
、
憲
法
改
正
事
案
に
就
い
て
(
一
度
劃
)
。

議
会
の
そ
の
他
の
権
能
(
一
阻
む
。
註
釈
づ
き
の
文
献
録
参
照
(
一

K
)。
こ

の
著
書
は

F
E
E
g
E
旬。

E
宮

町

田

市

再

U
H
5
2
5
2
E
5
5
0
-
の
第
五

版
(
州
酢
)
の
フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
部
分
と
内
容
は
同
じ
。

m
議
会
に
関
す
る
専
門
的
文
献
7
v
v
z
V
・R
・'

第
三
共
和
制
の
議
会
は
、
そ
の
年
期
の
古
い
こ
と
、
ま
た
両
院
の
議
事
に
参

加
し
た
輝
か
し
い
人
々
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
名
声
と
、
立
法
過
程
の
、
必

〆ヲ
y
・テ
'
d
v
y
ア
ル

要
上
条
文
の
欠
散
を
補
完
し
た
慣
行
と
に
よ
っ
て
、
今
日
な
お
偉
大
な
模
範

と
し
て
留
ま
り
、
第
五
共
和
制
の
議
員
連
は
そ
れ
に
倣
う
こ
と
を
要
求
し
て

い
る
。同

様
に
、
こ
の
議
会
は
占
領
下
の
四
カ
年
聞
の
議
会
の
閉
鎖
の
後
、

四
六
年
の
制
憲
議
員
に
よ
っ
て
、
国
民
議
会
の
作
業
を
規
整
す
る
た
め
の
範

と
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
制
量
思
議
員
の
多
数
は
戦
前
に
、
代
議
院
又
は
参
議

院
に
議
席
を
有
し
て
い
た
の
で
、
彼
ら
の
経
験
と
彼
ら
の
な
じ
ん
だ
議
会
の

習
慣
と
を
新
選
出
の
議
員
逮
に
伝
え
た
。

だ
か
ら
先
ず
、
第
三
共
和
制
下
の
議
会
と
立
法
機
構
を
扱
っ
た
文
献
を
参

照
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
い
で
、

一
九
四
六
年
一

O
月
二
七
日
憲
法
の
下

で
の
議
会
の
技
術
に
関
す
る
研
究
を
み
よ
う
。

一
九
五
八
年
の
第
五
共
和
制

の
出
現
に
よ
っ
て
、
新
議
会
は
政
治
の
舞
台
の
上
で
相
当
影
が
う
す
く
な
っ

た
。
立
法
の
領
域
に
於
い
て
、
議
会
の
役
割
は
制
約
さ
れ
限
定
さ
れ
た
。
事

項
に
し
た
が
っ
て
、
法
律
は
「
法
規
を
規
定
し
」
或
い
は
「
基
本
的
原
則
を

決
定
」
す
る
。
そ
の
区
別
を
正
確
に
つ
け
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
両
院
の

2
Y
セ
イ

a
・3
y
ス
テ
イ
チ
ユ
wv
オ
ネ

w

'

Y

ス
1

P

上
に
あ
っ
て
、
憲
法
審
査
院
が
検
閲
者
の
役
割
を
演

γ
る
。
な
お
、

議
会
は
、
新
制
度
の
活
動
開
始
後
の
数
カ
月
間
制
度
を
ゆ
す
ぶ
っ
た
重
大
な

政
治
的
障
碍
に
直
面
し
て
、
憲
法
第
三
八
条
に
依
り
、
政
府
に
対
し
オ
ル
ド

ナ
ン
ス
の
形
式
に
よ
り
立
法
的
施
策
を
一
時
採
る
こ
と
の
授
権
を
行
な
っ

た。
第
五
共
和
制
の
荷
議
院
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
立
法
過
程
に
関
す
る

単
行
文
献
は
ま
だ
な
い
。
以
下
で
は
、
一
般
的
文
献
の
中
か
ら
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
指
摘
を
し
て
い
る
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
に

一九

す
る
。凶
第
三
共
和
制
下
の
立
法
過
程

倒

吋

釦

Hrcz
ユR
Y
開
・
・
ロ
ロ
(
リ

8
2
H
}
円
目
白
仲
口
O
自
目
。
。
同
開

gm

-
b問

U
E
F
F
F
H
g
L
∞U
P
B
H
E
=
号

HN・ロ
-pwHS品
)
・
通
常
の
法
律
に

シ
ス
テ
マ
テ

4

，

就
い
て
も
、
大
法
典
の
改
正
に
就
い
て
も
、
国
務
院
が
組
織
的
に
意
見
を
与
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う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
研
究
。
立
法
作
業
の
再
組
織
の
案
を
提
起
。

間

Z
E
M
O
F
F
-
-
F
6
E日
a
g
宮
H
r
w
g
g
E
5
2
F
芯
沙
門

H
5
E

常
電
色
広
岡
芭
邑
F
H
M
R
F
H∞畠
L
〈

l
E∞日
u
・
全
身
分
会
議
以
来
一
八
七

)
年
に
至
る
立
法
発
案
の
長
い
歴
史
(
計
一
ト
)
。
一
八
七
五
年
の
制
度
下
の

発
案
に
就
い
て
、
起
源
、
特
色
、
そ
の
濫
用
に
対
す
る
批
判
(
一
一
一
一
一
h
E
)。

諸
外
国
の
慣
行
、
立
法
事
務
局
及
び
国
務
院
の
必
要
的
介
入
に
よ
る
制
限
的

改
革
案
。

フランスにおける立法過程11:関する文献

聞

の

島

s・
p
-
F
-
a
e
H
F
H
b岡
町

B
g骨

(
F
m
D
5
0
Hロ冊目
g
H

広
恩
師

E
E
H
)・
3
H
F
H由
S
U自
ム
ωHMM・
ω
-
z
a
s
Z
H
0・
国
家
の
理
論
、

法
律
に
関
す
る
軍
要
な
諸
学
説
、
行
政
行
為
及
び
規
則
、
規
則
と
法
律
〈
立

法
の
委
任
)
、
規
則
の
形
式
、
そ
れ
ら
の
直
接
的
及
び
間
接
的
統
制
。

ヨ一冊目
0・
開
・
・
同
，

g
肋
広
島
帽
母

ow
宮
町
民
』

gub-ongH巳
2
目
出
肖

Fe

s
g
E
H
P
品

E
d
M
V
R
F
S
H品
w
M〈
H
l
z
a
p
-
m
E
-
w
H由民

H
S
Y

2
3ぽ
B
g
F
じ
で
口
町
島
町
た
も
の
だ
が
、
基
本
的
文
献
。
憲
法
法
律
に
就

い
て
(
叫
ん
引
回
)
‘
立
法
過
程
に
就
い
て
(
川
計
)
、
国
務
院
の
立
法
的
役
割
に

就
い
て
(
位
和
)
、
法
律
の
修
正
及
び
解
釈
に
就
い
て
(
川
計
引
)
。
政
治
的
議

院
の
内
部
手
続
(
法
律
の
発
案
、
修
正
、
委
員
会
、
討
議
、
投
票
)
が
、
非

常
に
詳
細
に
、
第
六
篇
(
該
一
釘
一
一
)
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

批
評
。
無
尽
蔵
の
豊
富
さ
を
も
っ
磨
大
な
先
例
が
蒐
収
さ
れ
て
い
る
が
、

著
者
間
代
議
院
の
議
長
-
事
務
局
長
で
あ
り
ョ
箆
掛
町
古
参
見
識
を
出

幽

で
ず
、
批
判
を
試
み
も
し
な
け
れ
ば
、
綜
合
の
努
力
も
し
て
い
な
い
。

白51

回
同

HHybrg〕
r
h
u
F印
有

or一
昨
日
⑦
円
山
内

F
E
B
-同
B
B
e
g
-匝

ιbsongEPHν
白
氏

P
H
U
H∞
旬
以
出
町
・
(
の
2
2
買

え

ぬ

印

刷

恥

酔

Ewnow
向
日

g

z
E
R印
刷
宮
内
出

g
ω
o
n
S
F
F
H申
H由

5
H吋)
・

一
九
一
九
年
代
議
院
に
選
出

さ
れ
る
前
の
筆
者
に
よ
り
書
か
れ
た
書
物
。
第
二
章
「
立
法
者
遣
の
能
力
」

ア
マ
ト
歩
1
，
ス
ム

で
は
、
立
法
者
の
素
人
芸
の
批
判
を
な
す
。
彼
が
結
論
と
し
て
提
案
す
る
改

革
は
、
ェ
リ
ィ
ト
が
議
会
に
進
出
す
る
こ
と
、
及
び
技
術
と
政
治
と
の
塑
刀

を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
(
沼
町
一
)
。
非
常
に
具
体
的
で
あ
る
。
著

者
が
、
代
議
院
議
員
と
し
て
の
経
験
の
後
、
一
九
三
四
年
に
出
版
し
た

B
E

E
H
F
R
2
3ご
耳
目
冊
目
g
E
B
(後
述
〉
と
照
合
す
る
と
、
面
白
い
，

側

T
A
B・
kr・-
r
H民
DHBO
乱
。
曲
目
E
H
a
g
円
同

O
R
S
a
H
富
岡
田
中

B
E
E
F
B
W
M
M
m
w
H
F
S
ω
H
B
H
R包
吉
凶

m
F
M
N
2・
円
四
何
回
田
口
ぽ
ロ
口
市
曲
句
。
国
民
自
足
場
・

HUMmwlHUω

。1H申
ωH)・
-
議
院
の
作
業
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
法
源
。

両
院
の
運
営
。

E
両
院
関
の
協
力
関
係
。
正
確
、
詳
細
、
法
律
的
及
び
技
術

的
観
点
よ
り
す
る
も
の
。

切
由
同

HrtmF円
ロ
ア
一
『

-w
何
ωω
包
回
日

-m
可
自
己

-
E己
OHロ
巾
ロ
宮
町
四

S
-
o

印
可

2
p
a
o
L
2
2日
B
U
2
3♂

3

3・
5upω
混同}・

白骨

さ
き
に
引
用
し

た
E
・ピヱ

l
ル
の
著
作
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
補
完
書
。
非
常
に
活
々

し
て
お
り
、
そ
の
絵
画
的
で
映
像
の
は
っ
き
り
し
た
細
部
に
よ
っ
て
屡
々
面

白
が
ら
せ
る
研
究
。
著
者
は
、
法
律
学
教
授
、

一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
八 E 
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料

一
九
二
六
年
の
議
院
規
則
大
改
正
に
あ
た
り
報
告
者
で

あ
り
、
彼
個
人
の
じ
か
か
骨
報
を
も
っ
て
い
た
。
立
法
事
業
に
お
け
る
委
員

会
の
役
割
り
に
つ
い
て
の
(
一
主
計
一
)
、
彼
自
身
の
多
く
の
経
験
例
を
引
い

年
迄
代
議
院
議
員
、

資

た
綾
述
は
、
興
味
深
い
。

凶

『

同

gwpw戸
市

白

田

O
R
n
g
E
身

o
-
J
E
g
g
s
-『巾同『
snap

F
H
F
H
B印
"
ご
・
宵
H
R
a
二冊目同
MN2・色白凹

ω
n
E
S
M
U
D
E宮
P

Ea-MM-EoIHS-
右
に
引
用
し
た
パ
ル
テ
ル
ミ
l
の
著
者
に
無
条
伴
の

讃
静
を
呈
し
た
、
単
な
る
文
献
批
評
。

品胃
的
M
W

。
自
白
血
♂
出
-w
回
品
目

gA昨
日

号

司

『

S
E
E
S
-者団

-mcsg向
日

H
D
F門

官
H
-
即
日
自
E
S同
町
田
回
唱
曲
目

P
H
J
R
F
5
3
L〈
lHH叶
】

Y

参
議
院
の
司
法
委

員
会
書
記
、
今
日
で
は
司
法
官
で
あ
る
著
者
が
、
一
立
法
問
題
に
関
す
る
議
院

の
慣
習
に
つ
い
て
優
れ
た
描
写
を
し
て
い
る
。
非
常
に
明
快
、
終
言
前
夜
の

第
三
共
和
制
下
の
立
法
過
程
に
関
す
る
最
良
の
著
作
で
あ
る
。

間

一

九

四

O
年
か
ら
一
九
四
六
年
迄
の
立
法
過
程

一
九
四

O
年
か
ら
一
九
四
四
年
迄
の
フ
ラ
ン
ス
は
、

γ
イ
ツ
軍
に
よ
っ
て

最
初
は
一
部
分
を
、
次
い
で
全
体
を
占
領
さ
れ
た
。
議
院
は
無
期
限
に
す
g
m

島
市
)
休
会
さ
れ
る
。
立
法
権
は
国
首
に
よ
っ
て
「
新
議
会

ω設
立
さ
れ
る
迄
」

行
使
さ
れ
る
。
議
会
は
遂
に
腸
の
目
を
見
な
い
。

コ
ミ
テ
ム
ア
シ
占
有
ナ
ル

ロ
ン

y
ン
に
於
い
て
は
、
立
法
的
性
質
を
も
っ
条
文
ぽ
、
国
民
委
員
会
で

審
議
さ
れ
、
委
員
会
議
長
、
自
由
フ
ラ
ン
ス
人
(
次
い
で
抗
戦
フ
ラ
ン
ス
)

ヨ

a也
'
w
・-7
V
オ
ナ
ル

の
首
長
、
ド
・
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、
公
布
さ
れ
、
最
後
に
国
民
委
員

に
よ
り
副
署
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
と
名
付
け
ら
れ
た
つ
九

五
八
年
憲
法
に
於
い
て
議
会
の
授
権
後
政
府
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
デ
ク

レ
・
ロ
ワ
を
指
す
た
め
に
再
び
こ
の
述
語
が
現
わ
れ
る
)
。

ア
ル
ジ
ェ
に
あ
っ
て
は
、
立
法
権
は
、
そ
れ
を
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
行

使
し
た
国
民
解
放
フ
ラ
ン
ス
委
員
会
に
属
し
た
が
、
委
員
会
議
長
、

V--ゴ

ー
ル
将
軍
の
一
種
の
拒
否
権
に
服
し
た
。

一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
五
年
迄
、
ド
イ
ツ
人
の
圧
制
か
ら
解
放
さ
れ
た

フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
仮
政
府
に
よ
る
立
法
は
、
大
臣
会

政
府
の
首
長
ド
・
ゴ

l
h
N
将
軍
に
よ
り
署
名
さ
れ
、
関
連

議
で
採
択
さ
れ
、

大
臣
に
よ
っ
て
副
署
さ
れ
た
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
方
式
に
よ
り
な
さ
れ
た
。

第
一
制
憲
議
会
の
選
出
の
一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
以
後
は
、
立
法
権
は

議
会
の
掌
中
に
移
っ
た
。
法
律
の
発
案
権
は
、
競
合
的
に
議
会
議
員
及
び
政

府
に
帰
属
し
た
。
後
者
が
法
律
を
公
布
す
る
。
財
政
事
案
に
就
い
て
は
、
議

会
は
予
算
を
議
決
し
た
が
、
支
出
の
発
案
権
は
も
た
な
か
っ
た
。

憲
法
第
一
案
は
人
民
に
よ
り
否
決
さ
れ
た
が
、
第
四
共
和
制
憲
法
は
締
局

レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
で
わ
ず
か
な
多
数
を
も
っ
て
承
認
さ
れ
、
一
九
四
六
年
一

。
月
二
七
日
に
公
布
さ
れ
た
。
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料

z
q
E邑
L-UFO白間同
OE匂
g

e
句
H
2
3ロ
g
F
E
n
o
w
F江田唱

。。ロロ
L
u
g
-
u詩
句
・
(
の
佐
官
∞
骨
-E
同

-Z・ω
-
F
ロ
D-
ヨ
)
・
巴
Z
Z四
日
耳
目
。

こ
の
著
作
は
、
次
の
二
著
と
同
様
に
、
議
会
に
対
す
る
圧
力
団
体
の
影
響
を

扱
か
い
(
一
炉
E
)
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
殆
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
側
面

を
指
摘
。

間

資

E
Z
E
P
H
P
M
M・-
Eロ印刷海
nHFOロ向田町田

F
g
n
o
m
-
H
b
p
n
o
常
呂
-

U
S
R問
団
円
・

MM曲
H
Y
M
M
-
C匂
-
-
E
m
p
〈
ロ

HlNN∞
?
r
H
r
r
o句
者
広
町
・
最

後
か
ら
二
つ
自
の
章
、
立
法
活
動
に
対
す
る
視
察
の
参
加
(
一
一
や
∞
恥
)
参
照
。

但
し
、
社
会
心
理
学
的
側
面
に
強
調
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
文
献

録
が
考
え
て
い
る
目
的
に
利
用
す
る
為
に
は
若
干
の
留
保
が
要
る
。

側
ロ
ロ
4
2問。
Hw
忌
-
W
H
E
H
O
L
E
u
gロ

b
-
d
E
o
ι
2
印可州民品開
Fg

宮
町
民
泊
ロ
g
w
】

V
R
F
【

UD口同師向日開

U
H
O
F
F
E
g
w
ロUH)
立
法
過
程
に
対

す
る
誇
一
種
の
圧
力
団
体
の
影
響
に
関
す
る
方
法
論
的
な
一
ご
J

(

日記一配)。

刷

切

町

田

Oロ
H・P
-
F
g
g
n
E
Eロ
g
官
H
F
B
B
E
E
P
-
u
g
r同
V・d-RU

E
S
-
H
N∞匂・

5
5
8
2・
』
己
ロ
0
・叶
g
Y

外
国
の
立
法
過
程
と
比
較
し

ポ
ン
・

ν
d
'
s
'

た
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
過
程
の
手
頃
な
要
約
。
著
者
は
、
国
民
議
会
事
務
局
長

だ
か
ら
、
比
上
な
く
適
任
者
で
あ
る
。
な
お
技
術
的
な
観
点
が
学
理
的
理
論

を
圧
倒
し
て
い
る
。
第
四
共
和
制
末
期
当
時
の
問
題
を
知
る
の
に
有
益
。

間
第
五
共
和
制
下
の
立
法
過
程

こ
の
問
題
に
関
す
る
単
行
文
献
は
ま
だ
な
い
。

側

刷

∞

F
g
oロ
F
開

--F⑦
間
百
三

m
g
o
E
《目白ロ∞
-mw

口
Dロ
回
忌
ロ
位
。
ロ
仏
O
H
U日∞-

L山口町民
e

』口同仲間・ロ宮田白骨
E
H
r
向日
HC民
主
B
Z
E
S
E
3
F
H
・
F
M
n
F
E
V
E
N
-

こ
の
事
項
に
関
し
て
出
版
さ
れ
た
唯
一
の
専
門
的
論
稿
で
あ
る
。

ω印
閉

y

議
会
の
役
割
の
全
体
を
扱
っ
て
い
る
が
、
法
律
の
作
成
に
関
す
る
部
分
は
当

然
限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
℃
い
る
。

な
お
ピ
ル
ド
l
の
前
掲
一
九
六

O
年
版
(
制
)
に
よ
っ
て
捕
な
う
こ
と
が
で

き
る
。

。
E4月
間
開
♂
玄
-
w
F
8
2己
Cロ凹唱。-伊丹片山口
2
2
O
H
o
-
H
n
oロ
由
民
吉
-

coロ
ロ
叩
「
印

E
J
】

V
R
F
P
C
-句
J
H
8
0・
著
者
は
一
九
五
五
年
の
参
科
書

(
凶
)
を
完
全
に
改
訂
し
た
。
ペ
ー
ジ
付
け
が
変
っ
た
。
議
会
の
立
法
権

(
一
三
一
一
一
新
)
財
政
事
案
に
対
す
る
権
能
(
対
一
一
一
前
)
参
照
。
議
会
に
関
す
る

註
釈
付
き
の
文
献
録
は
改
訂
・
補
充
さ
れ
た
(
試
)
。
な
お
、

r。
E
巳

Zo

m
s
z
r
g
g
p
s
g
に
就
い
て
は
、
前
掲
側
を
み
よ
。

そ
の
他
、
間
に
掲
げ
た
一
九
五
八
年
以
降
の
文
献
参
照
。

刷

回

OH巴
-P
一司

4
H
b
m
2
4
2
5目
。
虫
色

g
F
8
3
9
M
M
E
M
-
何仏・

ε
-
w
H
W
F
H
u
g
-
8品目
u・
巧
妙
な
通
俗
化
の
試
み
の
一
つ
。
議
会
及
び
そ

の
他
の
評
議
会
の
権
能
に
つ
い
て
(
一
試
巴
参
照
。
現
行
立
法
過
程
を
、

非
常
に
き
び
き
び
し
た
親
し
み
易
い
筆
致
で
、
手
早
く
描
写
し
て
お
り
、
法

(4司
律
的
す
ぎ
る
難
解
語
は
一
切
、
意
識
的
に
避
け
て
い
る
。
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* 骨骨

以
上
が
、
ピ
品
フ
ラ
ン
氏
の
文
献
解
説
の
紹
介
で
あ
る
。

小
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
二
百
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
フ
ラ
ン

ス
に
於
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
立
法
学
の
様
な
、
独
立
し
た
固
有
か
つ
綜
合

的
な
研
究
分
野
及
び
毛
の
成
果
が
、
ま
だ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
デ
ル
教
授

が
私
宛
一
九
六

O
年
一
二
月
に
下
さ
っ
た
手
紙
に
よ
れ
ば
、
こ
の
主
題
の
全

体
に
つ
い
て
研
究
し
た
文
献
は
、
概
説
的
な
も
の
で
さ
え
、
フ
ラ
ン
ス
に
は

存
在
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
同
教
授
の
も
と
で
、
或
ア
メ
リ
カ
人
の
ド

タ
タ
l
・コ
l
ス
の
学
生
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
テ
!
ズ
を
作
り
は
じ
め

た
ば
か
り
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
資
料
の
完
全
を
期
す
る
為
に
は
、
ァ

フランスにおける立法過程IC関する文献

ン
ケ
1
十
や
イ
ン
タ
ー
ピ

$
l
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
過
程
を
現
在
我
々
が
研
究
し
て
も
、
資

料
的
に
は
不
充
分
で
あ
り
、
理
論
的
に
は
熟
し
え
な
い
欠
陥
を
免
れ
え
な
い

だ
ろ
う
。
結
局
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
方
法
を
可
能
な
か
ぎ
り
活
用
す
る
と
と
も

あ関に
る速
。す憲
る法
絞土

雲話
塁手
t ~ 
1事
聞の

届芸
を臥

霊論
で茎
ヱ議
マ聖
lま時
ム、等

辰吉
件ろ
王手
う醐
りで

小
稿
を
脱
稿
後
、
ピ
ユ
フ
ラ
ン
民
の
解
題
が
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
、

m
g
E

門
同
居
《
凶
円
。
宵
宮
田
一

V
E
-
n
w
H
g
r
ロ
P
A
F
K
掲
載
さ
れ
た
と
と
を
知
っ
た
。
し
か

し
、
邦
語
の
紹
介
は
な
お
有
用
性
を
失
な
わ
な
い
と
考
え
、
右
出
版
社
の

了
解
を
え
て
、
本
誌
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
次
第
で
あ
る
。
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